
 

事 務 連 絡 

令和３年５月２８日 

 

  都道府県 

各 市 町 村   衛生主管部（局） 御中 

特 別 区 

   

 

厚生労働省健康局健康課予防接種室 

 

 

新型コロナウイルスワクチンに係る予防接種の高齢者に次ぐ接種順位の者（基

礎疾患を有する者等）への接種の開始等について（疑義照会追加） 

 

  

 「新型コロナウイルスワクチンに係る予防接種の高齢者に次ぐ接種順位の者

（基礎疾患を有する者等）への接種の開始等について（疑義照会）」（令和 3年

5月 21 日付事務連絡）において、関連する疑義照会をお示しいたしましたが、

今般、問５、問６（下線）を別添の通り追加しましたので、これを御了知の

上、予防接種の実施体制について、引き続き準備方ご協力をいただくととも

に、接種を予定する医療機関並びに関係団体に周知いただくようお願いしま

す。 

 

 

（別添）高齢者の次の接種順位の者への接種に関する Q＆A 

（参考）「新型コロナウイルスワクチンに係る予防接種の高齢者に次ぐ

接種順位の者（基礎疾患を有する者等）への接種の開始等について」

（令和 3年４月 21 日事務連絡） 

 

  



 

高齢者の次の接種順位の者への接種に関する Q＆A （下線部分追加） 

 

（答） 

○ 基礎疾患を有する者など、高齢者の次の接種順位には、高齢者への接種の完

了を待つ必要はありません。 

○ 自治体において、接種状況や予約の空き状況を踏まえ、可能な限り接種の空

白期間が生じないよう、順次、次の順位へ接種を進めてください。 

○ 基礎疾患を有する者などへの先行予約・接種を開始するタイミングとして、 

 ・高齢者の接種の予約が埋まらなくなったタイミング 

 ・接種実績などから高齢者の１回目の接種が一定程度進んだと考えられるタ

イミング 

 などが考えられます。 

○ 基礎疾患を有する者を含む、一般の方への接種券の発送については、上記タ

イミングに間に合うように、住民の手元に届くように発送してください。 

 

 

問２ 一般の方への接種券の発送を年齢別に行う場合、年齢によって、基礎疾

患を有する者等それ以外の者の接種順位が逆転することが起こりうるが、

差し支えないか。 

（例 ５９～５０歳、４９～４０歳と１０歳刻みで接種券を発送する場合、 

  ５０代の一般の者が４０代の基礎疾患を有する者より先に接種すること

になるなど 

（答） 

○ 高齢者の次の段階における接種券の発送は、一斉に発送すると予約時の混

雑が懸念される等の理由により、自治体の状況に応じて、年齢階層別に高い年

齢から、時期をずらして送付することも可能です。 

○ 例えば、５９～５０歳、４９～４０歳と１０歳刻みで接種券を発送した場合、

５０代の一般の者が４０代の基礎疾患を有する者より先に接種することにな

ることがありえます。 

○ こうした場合、同じ時期に発送されるグループの中で、基礎疾患を有する者

等について先行予約の機会を設けていただくこと等は必要ですが、接種券の

発送時期が異なるグループ間で、接種の順番が入れ替わることは差し支えあ

問１ 高齢者の次の接種順位の者（基礎疾患を有する者、高齢者施設等の従事

者、６０～６４歳）の接種に進むのは、どのタイミングで進むことがよいか。 

  高齢者の接種がすべて完了していない場合でも、次の接種順位へ進んで

もよいか。 

別添 



 

りません。自治体において予約や接種が円滑に行われるよう、工夫した対応を

お願いいたします。 

○ なお、接種券の発送を年齢別に行うことにより、 

・集団接種会場や職域などで広く接種を募った場合に接種券が送付されてい

ない方が接種できないことがありうること、 

・年代別にそれぞれ先行予約期間を設けることで全体として接種期間が長く

かかる可能性があることなど 

も考慮した上で、地域の実情に応じ住民にとって最も円滑かつ迅速にワクチン

接種ができる方策を検討ください。 

 

 

問３ 基礎疾患を有する者であるかについて、どのように確認するのか。 

（答） 

○ 診断書等の証明書は必要としません。本人などが予診票に設けた質問事項

への記載した内容により確認します。 

  具体的には、「接種順位の上位となる対象グループに該当しますか。」という

設問に対して、「基礎疾患を有する（病名：   ）」欄にチェックがあり、病

名として対象疾患が記載されていれば、基礎疾患を有する者として差し支え

ありません。 

 

 

問４ 自治体では、住民のうち、誰が基礎疾患を有するか分からないが、個別

に基礎疾患を有する者を把握し、先に接種券を発送する必要があるか。 

（答） 

○ 基礎疾患を有する方とそれ以外の方をあらかじめ、自治体で把握し、接種券

の発送を分ける必要はありません。 

基礎疾患を有する方もそれ以外の方も区別せずに接種券を発送し、先行予約

期間に予約する場合には、基礎疾患を有する方の申し出により、先行予約を行

います。 

 

 

 

 

 

 



 

 

（答） 

○ 基礎疾患を有する者等の先行予約期間を自治体が設定している場合、当該

期間が終了した後は、一般の方も予約可能な期間となります。 

○ なお、先行予約期間内であっても、予約の空き状況がある場合などには、基

礎疾患を有する者等の接種機会が損なわれない範囲でそれ以外の者も予約可

能であり、可能な限り接種の空白期間がないようにしてください。 

○ 自治体におかれては、予約に応じて、基礎疾患を有する者等を含め、一般の

方の接種を順次進めてください。 

 

 

 

 

（答） 

○ 先行予約期間については、人口規模や接種体制等を踏まえ、自治体において

適宜設定ください。 

 

 

 

以上 

 

問５ 基礎疾患を有する者等の次の段階の接種は、いつ開始してよいか。 

問６ 基礎疾患を有する者等の先行予約期間はどの程度設定する必要がある

か。 






